


















法人ロゴのタテ組みの使用規定1-08

法人ロゴはヨコ組みでの使用を基本形としますが、のぼりや袖看板などタテ使

いを必要とする表現の場合は、タテ組みを使用できます。院章とロゴタイプな

どの各要素の位置関係、大きさのバランスは、下図に示す構成比率から変更で

きません。
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